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報告第６号 

 

   令和３年度決算における大東市水道事業会計資金不足比率について 

 

 令和３年度決算における資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、別冊のとおり監査委員の

意見を付けて次のとおり報告する。 

 

   令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条に基づく水道事業会計における資金

不足比率について 

 

資金不足比率（％） 備  考 

－ 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令

（平成１９年政令第３９７号）第１７条第１号の規

定により事業の規模を算定 

  ※資金不足額がないため「－」と表している。 

  

- 1 -



報告第７号 

 

   令和３年度決算における大東市下水道事業会計資金不足比率について 

 

 令和３年度決算における資金不足比率について、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定により、別冊のとおり監査委員の

意見を付けて次のとおり報告する。 

 

   令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条に基づく下水道事業会計における資

金不足比率について 

 

資金不足比率（％） 備  考 

－ 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令

（平成１９年政令第３９７号）第１７条第１号の規

定により事業の規模を算定 

  ※資金不足額がないため「－」と表している。 
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議案第４７号 

 

大東市教育委員会委員の任命について 

 

大東市教育委員会委員 齊藤 めぐみ氏の任期が、令和４年１０月５日満了するにつき、

同氏を再度任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律

第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和４年９月１日提出 

 

                      大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

住  所    ・・・・・・・・・・・・・ 

氏  名    齊 藤  め ぐ み 

生年月日    ・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

公  職  歴 

平成３０年 ４月 ～ 平成３０年 ７月   大東市義務教育諸学校教科用図書選

定委員会委員 

平成３０年１０月 ～ 現在         大東市教育委員会委員 

  

- 3 -



議案第４８号 

 

   住道南小学校長寿命化改良工事請負契約について 

 

 住道南小学校長寿命化改良工事請負契約を次のとおり締結する。 

 

   令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

１ 契 約 の 目 的    住道南小学校長寿命化改良工事 

２ 契 約 の 方 法    一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額    金１，３０６，８００，０００円 

４ 契約の相手方    大阪市西区阿波座二丁目４番２３号 

            ナカノフドー・冨田特定建設工事共同企業体 

            代表者 

             大阪市西区阿波座二丁目４番２３号 

             株式会社ナカノフドー建設 大阪支社 

             常務執行役員支社長 吉村 哲志 

 

 

                理      由 

 

締結しようとする契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（昭和３９年条例第７号）第２条に定める議会の議決に付すべき契約の要件（予定価

格の金額が、１億５，０００万円以上の工事の請負に係るものであること。）に該当する

ため。 
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議案第４９号 

 

   南郷中学校長寿命化改良工事請負契約について 

 

 南郷中学校長寿命化改良工事請負契約を次のとおり締結する。 

 

   令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

１ 契 約 の 目 的    南郷中学校長寿命化改良工事 

２ 契 約 の 方 法    一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額    金４０１，１０２，９００円 

４ 契約の相手方    大阪市生野区中川西一丁目８番４号 

            大勝建設株式会社 

            代表取締役 脇坂 育男 

 

 

 

 

 

                理      由 

 

締結しようとする契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（昭和３９年条例第７号）第２条に定める議会の議決に付すべき契約の要件（予定価

格の金額が、１億５，０００万円以上の工事の請負に係るものであること。）に該当する

ため。 
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議案第５０号 

 

   野崎駅西側立体駐輪場新築工事請負契約の変更について 

 

令和３年９月２７日付け議案第５４号をもって議決された野崎駅西側立体駐輪場新築工

事請負契約を次のとおり変更する。 

 

   令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

契約の金額中「６８３，３９７，０００円」を「７０１，２５０，０００円」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                理      由 

 

変更しようとする契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（昭和３９年条例第７号）第２条に定める議会の議決に付すべき契約の要件（予定価

格の金額が、１億５，０００万円以上の工事の請負に係るものであること。）に該当する

ため。 
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議案第５１号 

 

   令和３年度大東市水道事業利益剰余金処分について 

 

 令和３年度大東市水道事業利益剰余金を次のとおり処分する。 

 

   令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

１ 当年度未処分利益剰余金            404,534,037 円 

２ 利益剰余金処分額 

 (1) 資本金        △213,184,090 円 

 (2) 減債積立金                  0 円 

 (3) 建設改良積立金    △100,000,000 円  △313,184,090 円 

３ 翌年度繰越利益剰余金                      91,349,947 円 

 

 

 

 

 

 

 

                理      由 

 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３２条第２項の規定により、議会の議

決を経る必要があるため。 
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議案第５２号 

 

大東市立住道駅東第一自転車駐車場及び大東市立住道駅東第二自転車駐車場 

の指定管理者の指定について 

 

大東市立住道駅東第一自転車駐車場及び大東市立住道駅東第二自転車駐車場の指定管理

者として次の者を指定いたしたく、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

１ 公の施設の名称     大東市立住道駅東第一自転車駐車場 

大東市立住道駅東第二自転車駐車場 

２ 指 定 管 理 者     大阪市北区曽根崎新地二丁目５番３号 

株式会社駐輪サービス 

３ 指 定 の 期 間     令和５年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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議案第５３号 

 

大東市立野外活動センター及び青少年ルームの指定管理者の指定について 

 

大東市立野外活動センター及び青少年ルームの指定管理者として次の者を指定いたした

く、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の

議決を求める。 

 

令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

１ 公の施設の名称     大東市立野外活動センター 

青少年ルーム（大東市立生涯学習センター内） 

２ 指 定 管 理 者     大東市末広町１番３０１号 

特定非営利活動法人大東市青少年協会 

３ 指 定 の 期 間     令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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議案第５４号 

 

大東市立総合文化センターの指定管理者の指定について 

 

大東市立総合文化センターの指定管理者として次の者を指定いたしたく、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

１ 公の施設の名称     大東市立総合文化センター 

２ 指 定 管 理 者     大阪市北区東天満二丁目７番１２号 

株式会社アステム 

３ 指 定 の 期 間     令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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議案第５５号 

 

大東市立中央図書館、大東市立西部図書館、大東市立東部図書館及び大東市 

立生涯学習ルーム「まなび南郷」の指定管理者の指定について 

 

大東市立中央図書館、大東市立西部図書館、大東市立東部図書館及び大東市立生涯学習

ルーム「まなび南郷」の指定管理者として次の者を指定いたしたく、地方自治法（昭和 

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

１ 公の施設の名称     大東市立中央図書館 

              大東市立西部図書館 

              大東市立東部図書館 

              大東市立生涯学習ルーム「まなび南郷」 

２ 指 定 管 理 者     東京都文京区大塚三丁目１番１号 

株式会社図書館流通センター 

３ 指 定 の 期 間     令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで 
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議案第５８号 

 

大東市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 大東市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）の一部が改正され、

令和４年１０月１日から施行されること等に伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

 大東市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第２条第１号アからウまで以外の部分を次のように改める。 

常時勤務することを要しない職員（以下「非常勤職員」という。）であって、次

のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員 

 第２条第１号ア(ｱ)中「第３条の２」を「当該子の出生の日から第５条の２に規定する期

間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６月を経過する日、第

４条」に、「、２歳」を「当該子が２歳」に改め、同号イを次のように改める。 

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

   (ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当該子に

ついて当該非常勤職員が第３条第２号に掲げる場合に該当してする育児休業の

期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日

とされた日。以下(ｱ)において同じ。）において育児休業をしている非常勤職員で

あって、同条第３号に掲げる場合に該当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休

業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

   (ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員

であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用

されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の

翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする

もの 

 第２条第１号ウを削る。 

 第３条第３号を次のように改める。 

(3) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合の

いずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業を
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している場合であって第５条第７号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる

場合に該当する場合、規則で定める特別の事情がある場合にあってはウに掲げる場合

に該当する場合） 当該子の１歳６か月到達日 

  ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該

当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこ

れに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期

間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるとき

は、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相

当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業

をしようとする場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号

に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達

日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において育児休業をしている場

合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶者が同号に掲げる

場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた

日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において

地方等育児休業をしている場合 

ウ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のため

に特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号

に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達

日後である場合にあっては、当該末日とされた日）後の期間においてこの号に掲げ

る場合に該当して育児休業をしたことがない場合 

 第３条の２を削る。 

 第４条を次のように改める。 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第４条 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月から２歳に達するま

での子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当
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該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲

げる事情に該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する場合、規則で定め

る特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合）とする。 

 (1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者がこ

の条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合

にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休

業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日において育児休業を

している場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６か月到達日において地方

等育児休業をしている場合 

(3) 当該子の１歳６か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務の

ために特に必要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間においてこ

の条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

 第５条中第５号を削り、第６号を第５号とし、同条第７号中「第３条の２」を「第４条」

に改め、同号を同条第６号とし、同条第８号中「その任期」を「任期を定めて採用された

職員であって、当該任期」に、「非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任

期が」を「ものが、当該任期を」に、「に特定職に引き続き」を「引き続いて特定職に」

に、「任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される」を「育児休業に係る子について、

当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の」に改め、同号を同条第７号とし、同条の

次に次の１条を加える。 

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める

期間） 

第５条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例

で定める期間は、５７日間とする。 

 第１３条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。 

- 15 -



 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する改正前の第５条

（第５号に係る部分に限る。）及び第１３条（第６号に係る部分に限る。）の規定の適

用については、なお従前の例による。 
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議案第５９号 

 

   大東市市税条例等の一部を改正する条例について 

 

 大東市市税条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和４年９月１日提出 

 

                   大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）の一部が施行されることに伴

い、所要の改正を行うため。 
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大東市市税条例等の一部を改正する条例（案） 

    

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

（大東市市税条例の一部改正） 

第１条 大東市市税条例（平成３年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

 

第１８条の４中「交付手数料」を「交付（法第３８２条の４に規定する当該証明書に

住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数料」に改める。 

第３３条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に

特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載がある

ときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。 

第３３条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に

特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項

の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適

用しない。 

第３４条の９第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額申告書」

を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分」を「確定申告書に係る

年の末日の属する年度の翌年度分」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する源泉

控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が９，０００，０００

円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２に規定する自己と

生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５０，０００円以下であるものに限る。）

で控除対象配偶者に該当しないもの」に改める。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が１０，０００，０００円以下であるものに
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限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条第３項に規定する青色事業

専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第４項

に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が１，３３０，０００

円以下であるものに限る。次条第１項において同じ。）の氏名 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に改め、同

条第１項中「扶養親族（控除対象扶養親族」を「特定配偶者（所得割の納税義務者（合

計所得金額が９，０００，０００円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にする

配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。以下この項において

同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が９５０，０００円以下である

ものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養親族（控除対象扶養親族であ

って退職手当等に係る所得を有しない者」に改め、同項中第３号を第４号とし、第２号

を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 特定配偶者の氏名 

第７３条の２中「交付手数料」を「交付（法第３８２条の４に規定する当該証明書に

住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数料」に改める。 

附則第７条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令和３年」

を「令和７年」に改める。 

附則第１６条の３第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等の

配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得

に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式

等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受けた場合に限り適用す

る。 

附則第１７条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第３７条の

８」に改める。 

附則第１９条の４第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第３６

条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記

載があるときに限り、適用する。 

附則第１９条の４の２第４項を次のように改める。 
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４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第３６

条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記

載があるときに限り、適用する。 

附則第１９条の４の２第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年分の

所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書にこの項」に改

め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由が

あると市長が認めるときを含む。）」を削る。 

附則第１９条の９を削る。 

 

（大東市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大東市市税条例の一部を改正する条例（令和３年条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

第３６条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未

満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢１６歳未満の者又は」を加え、「有しない者を

除く」を「有する者」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中大東市市税条例第３６条の３の２の見出し及び同条第１項並びに第３６条

の３の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例附則第７条の３の２第１項

及び第１７条の２第３項の改正規定並びに同条例附則第１９条の９を削る改正規定並

びに第２条の規定並びに附則第３条第１項及び第２項の規定 令和５年１月１日 

(2) 第１条中大東市市税条例第３３条第４項及び第６項、第３４条の９第１項及び第２

項並びに第３６条の２第１項ただし書の改正規定並びに同条例附則第１６条の３第２

項、第１９条の４第４項並びに第１９条の４の２第４項及び第６項の改正規定並びに

附則第３条第３項の規定 令和６年１月１日 

(3) 第１条中大東市市税条例第１８条の４及び第７３条の２の改正規定並びに次条及び

附則第４条の規定 令和６年４月１日 
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（納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の大東市市税条例第１８条の４（地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に

掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規定による証明書の交付につ

いて適用する。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の大東市市税条例（次項において「新

条例」という。）第３６条の３の２第１項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日（以

下この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき第 

３６条の３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する

申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき附則第１条第１号に掲げる規

定による改正前の大東市市税条例（次項において「旧条例」という。）第３６条の３の

２第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書につい

ては、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同法第 

２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」と

いう。）について提出する新条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書について適

用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第３６条の

３の３第１項に規定する申告書については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の大東市市税条例の規定中個人の市民税

に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度

分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の大東市市税条例第７３条の２（地

方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以

後にされる同法第３８２条の３の規定による証明書（同条ただし書の規定による措置を

講じたものを含む。）の交付について適用する。 
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議案第６０号 

 

大東市交通災害共済条例の一部を改正する条例について 

 

大東市交通災害共済条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和４年９月１日提出 

 

                     大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

共済見舞金及び交通遺児激励金の支給額を変更することに伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市交通災害共済条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日 

条 例 第   号 

  

 大東市交通災害共済条例（昭和４３年条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１の１等級の項中「１，３００，０００」を「１，４００，０００」に改め、同

表２等級の項中「２００，０００」を「２５０，０００」に改め、同表３等級の項中 

「１２０，０００」を「１５０，０００」に改め、同表４等級の項中「５０，０００」を

「７０，０００」に改め、同表５等級の項中「２０，０００」を「３０，０００」に改め

る。 

 別表第２の１の項中「６０，０００」を「７５，０００」に改め、同表２の項中「８４,

０００」を「１０５，０００」に改め、同表３の項中「１２０，０００」を「１５０， 

０００」に改め、同表４の項中「１６８，０００」を「２１０，０００」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日（次項において「施行日」という。）

以後に発生した交通事故に係る共済見舞金の支給について適用し、同日前に発生した交

通事故に係る共済見舞金の支給については、なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第２の規定は、施行日の属する月以後の月分に係る交通遺児激励金の支

給について適用し、施行日の属する月前の月分に係る交通遺児激励金の支給については、

なお従前の例による。 
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議案第６１号 

 

大東市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について 

 

大東市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和４年９月１日提出 

 

                     大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

子どもに係る医療費の助成対象の年齢を引き上げることに伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日 

条 例 第   号 

  

 大東市子どもの医療費の助成に関する条例（平成５年条例第１５号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第２条第１号中「満１５歳」を「満１８歳」に改める。 

第５条ただし書中「保護者」の次に「（その子どもが成年に達している場合にあっては、

保護者又はその子ども。次条において同じ。）」を加える。 

第１２条第１項中「保護者」の次に「（当該対象者が成年に達している場合にあっては、

対象者又はその保護者。次条及び第１４条において同じ。）」を加える。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の大東市子どもの医療費の助成に関する条例（次項において「新条例」という。）

の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用し、

同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。 

 （準備行為） 

３ 新条例第６条第１項の規定による申請及び新条例第７条の規定による交付並びにこれ

らに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の規定

の例により行うことができる。 
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議案第６２号 

 

大東市国民健康保険条例について 

 

 大東市国民健康保険条例を次のとおり制定する。 

 

   令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 大阪府国民健康保険運営方針において、府内の国民健康保険に係る保険料又は保険税の

区分が保険料に統一されたことに伴い、既存の大東市国民健康保険条例（平成３年条例第

１６号）及び大東市国民健康保険税条例（平成３年条例第１７号）を廃止し、本市が行う

国民健康保険の事務について定める新たな条例として制定するため。 
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大東市国民健康保険条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

目次 

第１章 本市が行う国民健康保険の事務（第１条） 

第２章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会（第２条―第４条） 

第３章 被保険者（第５条） 

第４章 保険給付（第６条―第８条） 

第５章 保健事業（第９条） 

第６章 保険料（第１０条―第４８条） 

第７章 雑則（第４９条） 

第８章 罰則（第５０条―第５３条） 

附則 

第１章 本市が行う国民健康保険の事務 

第１条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条例

の定めるところによる。 

第２章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会 

（本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称） 

第２条 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称は、大東市国民健康保険運

営協議会（次条及び第４条において「協議会」という。）とする。 

（協議会の委員の定数） 

第３条 協議会の委員の定数は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、当該各号に定める

数とする。 

(1) 被保険者を代表する委員 ４人 

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 ４人 

(3) 公益を代表する委員 ４人 

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 ２人 

（規則への委任） 
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第４条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。 

第３章 被保険者 

（被保険者としない者） 

第５条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）の規定により児童福祉施設に入所して

いる児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童で

あって、民法（明治２９年法律第８９号）の規定による扶養義務者のないものは、被保

険者としない。 

第４章 保険給付 

（出産育児一時金） 

第６条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育

児一時金として４０８,０００円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令（大正 

１５年勅令第２４３号）第３６条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で

定めるところにより、これに３０,０００円を上限として加算するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法

（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、国家公務員共

済組合法（昭和３３年法律第１２８号。他の法律において準用し、又は例による場合を

含む。次条第２項において同じ。）又は地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第 

１５２号）の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わ

ない。 

（葬祭費） 

第７条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として５０, 

０００円を支給する。 

２ 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保

険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第８０号。以下「高齢者医療確保法」という。）の規定によっ

て、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。 

（精神・結核医療給付金） 

第８条 被保険者が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主

に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。 

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第
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１２３号）第５８条第１項に規定する指定自立支援医療であって、障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１

条の２第３号に規定する精神通院医療 

(2) 結核の医療で感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０

年法律第１１４号）第３７条又は第３７条の２に規定する医療 

２ 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医

療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日

常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額、感染症

の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額その他の

法令の規定により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。 

３ 被保険者が第１項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又

は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として

当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主に

代わり、当該保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。 

４ 前項の規定による支払があったときは、当該世帯主に対し精神・結核医療給付金の支

払があったものとみなす。 

   第５章 保健事業 

第９条 本市は、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。以下「法」という。）第

７２条の５第１項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外

の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。 

 (1) 健康教育 

 (2) 健康相談 

 (3) 健康診査 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業 

第６章 保険料 

（保険料の賦課） 

第１０条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主（以下「世帯主」という。）から徴

収する。 

（保険料の賦課額） 

第１１条 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。 
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(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額（国民健康保険法施行令

（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第１項第１号に規定する基礎賦課額をい

う。以下同じ。） 

(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額（国民健

康保険法施行令第２９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をい

う。以下同じ。） 

(3) 介護納付金賦課被保険者（国民健康保険法施行令第２９条の７第１項第３号に規定

する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した介護納付金賦課額

（同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。） 

（一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第１２条 保険料の賦課額のうち一般被保険者（法附則第７条第１項に規定する退職被保

険者等（以下「退職被保険者等」という。）以外の被保険者をいう。以下同じ。）に係

る基礎賦課額（第３８条及び第４０条の規定により基礎賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することとなる額を含む。）の総額は、第１号に掲げる額の見

込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）の額から当該給付

に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活

療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額

療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用（一般被保険者に係るものに限

る。）の額 

イ 国民健康保険事業費納付金（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第 

７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。）

の納付に要する費用（大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、

大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規

定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）、高齢者医

療確保法の規定による病床転換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）及

び介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下「介護納付金」

という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）の額 

ウ 法第８１条の２第５項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額 
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エ 法第８１条の２第１０項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要

する費用の額 

オ 保健事業に要する費用の額 

カ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。）の額（退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付

に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活

療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額

療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに大阪府が行う国民

健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大

阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び

病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）及

び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除

く。） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法第７４条の規定による補助金の額 

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け

る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府の国民健康保険

に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介

護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。）に

係るものを除く。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事

業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の額 

ウ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金（エにおいて「国民健

康保険保険給付費等交付金」という。）（退職被保険者等の療養の給付等に要する

費用（法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７０条第１項に規定する療

養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。）に係るものを除く。）の額のうち、

次に掲げる額の合算額を除く額 

(ｱ) 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令（昭和３４年政令第４１号。

以下「算定政令」という。）第６条第６項第１号に掲げる額（国民健康保険の調

整交付金等の交付額の算定に関する省令（昭和３８年厚生省令第１０号）第６条

第１号ハからヌまで及びヲ（大阪府知事が定めたものに限る。）並びに附則第７
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条第２号又は第３号に掲げる額の合計額を除く。） 

(ｲ) 算定政令第６条第６項第２号に掲げる額 

(ｳ) 算定政令第６条第６項第３号に掲げる額 

エ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務の執行に要する費用

を除く。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第 

７２条の３第１項及び第７２条の３の２第１項の規定による繰入金及び国民健康

保険保険給付費等交付金（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るもの

に限る。）の額並びに算定政令第６条第６項第１号（国民健康保険の調整交付金等

の交付額の算定に関する省令第６条第１号ハからヌまで及びヲ（大阪府知事が定め

たものに限る。）並びに附則第７条第２号又は第３号に掲げる額の合計額を除く。）、

第２号及び第３号に掲げる額を除く。）の額 

（一般被保険者に係る基礎賦課額） 

第１３条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一

般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額（以下「均等割額」という。）

の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額（一般被保険者と退職被

保険者等が同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみな

して算定した世帯別平等割額）の合計額とする。この場合において、当該合計額に１円

未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１４条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１４条の２第１項に規定する総所得金額

及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６

第１１項又は第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第

３３条の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項

に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条

の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１

項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の

適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期譲

渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条第５項に規定
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する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の

規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第３２条第１項に規定する

短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３５条の２第

５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の

規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第５項に

規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１５項又は

第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額（同法附

則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、外国居

住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号）第８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用す

る場合を含む。第３８条第１項第１号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額、

同法第８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第３項において準用する場合を含

む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。第 

３８条第１項第１号において「租税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２第 

１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額

をいう。以下この条において同じ。）の合計額から地方税法第３１４条の２第２項の規

定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算さ

れる所得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額等」という。）を賦課標準額

とし、これに次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

２ 前項の場合における地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額若しくは山

林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、

同法第３１３条第９項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） 

第１５条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。 

(1) 所得割 法第８２条の３第１項及び第３項の規定により大阪府が算定し、及び通知

する市町村標準保険料率（以下「市町村標準保険料率」という。）のうち、基礎賦課

額の保険料率における所得割の率 
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(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保

険者均等割の額 

(3) 世帯別平等割 次のアからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該アから

ウまでに定める額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保

険料率における世帯別平等割の額 

イ 特定同一世帯所属者（法第６条第８号に該当したことにより被保険者の資格を喪

失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する

ものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であっ

て同日の属する月（以下「特定月」という。）以後５年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。） 

  アに定める額に２分の１を乗じて得た額 

ウ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特

定月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」とい

う。） アに定める額に４分の３を乗じて得た額 

２ 前項第３号イ及びウに定める額を決定する場合において、１円未満の端数があるとき

は、これを切り上げるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければなら

ない。 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額） 

第１６条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する

退職被保険者等につき算定した所得割額及び均等割額の合算額の総額並びに当該世帯に

つき算定した世帯別平等割額の合計額（退職被保険者等と一般被保険者が同一の世帯に

属する場合には、所得割額及び均等割額の合算額の総額）とする。この場合において、

当該合計額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１７条 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等を賦課標

準額とし、これに第１５条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の均等割額の算定） 
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第１８条 第１６条の均等割額は、第１５条の規定により算定した額と同額とする。 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定） 

第１９条 第１６条の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

(1) 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第１５条第１項第３号アに定めるところ

により算定した額 

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定

月以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。） 第１５条第１項第３号イに定めるところにより算定した額 

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定

月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。） 第１５条第１項第３号ウに定め

るところにより算定した額 

（基礎賦課限度額） 

第２０条 第１３条又は第１６条の基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の

世帯に属する場合には、第１３条の基礎賦課額と第１６条の基礎賦課額との合算額をい

う。第３７条及び第３８条第１項において同じ。）は、各年度において法第８２条の３

第３項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第

２９条の７第２項第９号に掲げる額を超えることができない。 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） 

第２１条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額（第３８

条及び第４０条の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあ

っては、その減額することとなる額を含む。）の総額は、第１号に掲げる額の見込額か

ら第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府の国民健

康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等

の納付に要する費用に係る部分であって、大阪府が行う国民健康保険の一般被保険者

に係るものに限る。次号において同じ。） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け

- 35 -



る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及

び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた

法第７２条の３第１項及び第７２条の３の２第１項の規定による繰入金を除く。）

の額 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第２２条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該

世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び均等割額の合算額の総額並びに

当該世帯につき算定した世帯別平等割額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯

に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平

等割額）の合計額とする。この場合において、当該合計額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てるものとする。 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） 

第２３条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係

る基礎控除後の総所得金額等を賦課標準額とし、これに次条の所得割の保険料率を乗じ

て算定する。 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第２４条 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとす

る。 

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率におけ

る所得割の率 

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料

率における被保険者均等割の額 

(3) 世帯別平等割 次のアからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該アから

ウまでに定める額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援

金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額 

イ 特定世帯 アに定める額に２分の１を乗じて得た額 
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ウ 特定継続世帯 アに定める額に４分の３を乗じて得た額 

２ 前項第３号イ及びウに定める額を決定する場合において、１円未満の端数があるとき

は、これを切り上げるものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければなら

ない。 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第２５条 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当

該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び均等割額の合算額の総額並

びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額（退職被保険者等と一般被保険者

が同一の世帯に属する場合には、所得割額及び均等割額の合算額の総額）とする。この

場合において、当該合計額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとす

る。 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定） 

第２６条 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等を賦課標

準額とし、これに第２４条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の均等割額の算定） 

第２７条 第２５条の均等割額は、第２４条の規定により算定した額と同額とする。 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等割額の算定） 

第２８条 第２５条の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ

当該各号に定める額とする。 

(1) 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第２４条第１項第３号アに定めるところ

により算定した額 

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定

月以後５年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。） 第２４条第１項第３号イに定めるところにより算定した額 

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定

月以後５年を経過する月の翌月から特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。） 第２４条第１項第３号ウに定め

るところにより算定した額 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） 

- 37 -



第２９条 第２２条又は第２５条の後期高齢者支援金等賦課額（一般被保険者と退職被保

険者等が同一の世帯に属する場合には、第２２条の後期高齢者支援金等賦課額と第２５

条の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第３７条及び第３８条第３項の規定

により読み替えて準用する同条第１項において同じ。）は、各年度において法第８２条

の３第３項の規定による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行

令第２９条の７第３項第８号に掲げる額を超えることができない。 

（介護納付金賦課総額） 

第３０条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第３８条の規定により介護納付金賦

課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。）の総

額は、第１号に掲げる額の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準と

して算定した額とする。 

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（大阪府の国民健

康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部

分に限る。次号において同じ。） 

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額 

ア 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の規定により交付を受け

る補助金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。）及

び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）の額 

イ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用に限る。）のための収入（法附則第９条第１項の規定により読み替えられた

法第７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額 

（介護納付金賦課額） 

第３１条 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課

被保険者につき算定した所得割額及び均等割額の合算額の総額とする。この場合におい

て、当該額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（介護納付金賦課額の所得割額の算定） 

第３２条 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年

の所得に係る基礎控除後の総所得金額等を賦課標準額とし、これに次条の所得割の保険

料率を乗じて算定する。 
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（介護納付金賦課額の保険料率） 

第３３条 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりと

する。 

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割

の率 

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率におけ

る被保険者均等割の額 

２ 市長は、前項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならな

い。 

（介護納付金賦課限度額） 

第３４条 第３１条の介護納付金賦課額は、各年度において法第８２条の３第３項の規定

による通知が行われた日において施行されていた国民健康保険法施行令第２９条の７第

４項第８号に掲げる額を超えることができない。 

（賦課期日） 

第３５条 保険料の賦課期日は、４月１日とする。 

（普通徴収に係る保険料の納期） 

第３６条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。 

 (1) 第１期 ６月１日から同月末日まで 

 (2) 第２期 ７月１日から同月末日まで 

 (3) 第３期 ８月１日から同月末日まで 

 (4) 第４期 ９月１日から同月末日まで 

 (5) 第５期 １０月１日から同月末日まで 

 (6) 第６期 １１月１日から同月末日まで 

 (7) 第７期 １２月１日から同月２５日まで 

 (8) 第８期 １月１日から同月末日まで 

 (9) 第９期 ２月１日から同月末日まで 

 (10) 第１０期 ３月１日から同月２５日まで 

２ 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認めるときは、同

項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。 

（賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数等の異動があった場合） 
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第３７条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、１世帯に属する被保険者数が増加し、

若しくは減少し、又は１世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となり、若し

くは介護納付金賦課被保険者でなくなり、若しくは特例対象被保険者等（国民健康保険

法施行令第２９条の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等をいう。以下同じ。）

となった場合における当該納付義務者に係る第１３条若しくは第１６条の基礎賦課額

（被保険者数が増加し、若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当することに

より被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者等となった場合におけ

る当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）、第２２条若しくは第２５条の後期

高齢者支援金等賦課額（被保険者数が増加し、若しくは減少した場合（特定同一世帯所

属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者

等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。）、第３１条の

介護納付金賦課額又は次条第１項各号（同条第３項及び第４項において読み替えて準用

する場合を含む。）に定める額の算定は、それぞれその納付義務が発生し、１世帯に属

する被保険者数が増加し、若しくは減少した日（法第６条第１号から第８号までに掲げ

る者のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少

した日が月の初日であるときに限り、その前日）又は１世帯に属する被保険者が介護納

付金賦課被保険者となり、若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなり、若しくは特例

対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第１３

条若しくは第１６条の基礎賦課額、第２２条若しくは第２５条の後期高齢者支援金等賦

課額、第３１条の介護納付金賦課額又は次条第１項各号（同条第３項及び第４項におい

て読み替えて準用する場合を含む。）に定める額の算定は、その納付義務が消滅した日

（法第６条第１号から第８号までに掲げる者のいずれかに該当したことにより納付義務

が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日）

の属する月の前月まで、月割をもって行う。 

（低所得者の保険料の減額） 

第３８条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課

額は、第１３条又は第１６条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が第２０条に規定する金額を超える場合には、同条に規

定する金額）とする。 
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(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場

合には、その発生した日）現在において、その世帯に属する被保険者及び特定同一世

帯所属者につき算定した地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額（青色

専従者給与額又は事業専従者控除額については同法第３１３条第３項、第４項又は第

５項の規定を適用せず、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第５７条第１項、第３

項又は第４項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額（地方税法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に

係る配当所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得の金

額、同法附則第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第３５条の２

第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の２第

５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の２の６第 

１５項又は第３５条の３第１３項若しくは第１５項の規定の適用がある場合には、そ

の適用後の金額）、同法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等

の金額（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する

法律第８条第２項に規定する特例適用利子等の額、同法第８条第４項に規定する特例

適用配当等の額、租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等の額及び同条第１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項にお

いて同じ。）の算定についても同様とする。以下同じ。）及び山林所得金額並びに他

の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項

第１号に定める金額（世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一

世帯所属者（次号及び第３号において「世帯主等」という。）のうち給与所得を有す

る者（前年中に同条第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第２８条第１項に規

定する給与所得について同条第３項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者（同

条第１項に規定する給与等の収入金額が５５０，０００円を超える者に限る。）をい

う。以下この号において同じ。）の数及び公的年金等に係る所得を有する者（前年中

に地方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額に係る所得税法第３５条第３
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項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額

の控除を受けた者（年齢６５歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が 

６００，０００円を超える者に限り、年齢６５歳以上の者にあっては当該公的年金等

の収入金額が１，１００，０００円を超える者に限る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下この項において「給与所得者等の数」という。）が

２以上の場合にあっては、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額に当該

給与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金

額）を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被

保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の均等割額の算定の対象とされるものの数を乗

じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た

額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額 

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される

所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主

等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金額）

に２８５,０００円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には、その発生した日）現在において、当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に

係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た

額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額 

(3) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第３１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯

主等のうち給与所得者等の数が２以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加えた金額）
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に５２０,０００円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務が

発生した場合には、その発生した日）現在において、当該世帯に属する被保険者の数

と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に

係る保険料の納付義務者であって前２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該

世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の均等割額の算定の対象とされ

るものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た

額 

イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に１０分の２を乗じて得た額 

２ 第１５条第２項及び第３項の規定は、前項各号ア及びイに掲げる額の決定について準

用する。 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１３

条又は第１６条」とあるのは「第２２条又は第２５条」と、「第２０条」とあるのは「第

２９条」と、前項中「第１５条第２項」とあるのは「第２４条第２項」と読み替えるも

のとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合に

おいて、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１３条又は

第１６条」とあるのは「第３１条」と、「第２０条」とあるのは「第３４条」と、第２

項中「第１５条第２項及び第３項」とあるのは「第３３条第２項」と読み替えるものと

する。 

（特例対象被保険者等に係る特例） 

第３９条 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象

被保険者等である場合における第１４条第１項及び前条第１項の規定の適用については、

第１４条第１項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額（第３７条

第１項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第２８条第１項に規定す

る給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第２項の規

定によって計算した金額の１００分の３０に相当する金額によるものとする。次項にお

いて同じ。）」と、「所得の金額（同法」とあるのは「所得の金額（地方税法」と、前

条第１項第１号中「総所得金額（」とあるのは「総所得金額（特例対象被保険者等の総
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所得金額に所得税法第２８条第１項に規定する給与所得が含まれている場合においては、

当該給与所得については、同条第２項の規定によって計算した金額の１００分の３０に

相当する金額によるものとする。」と、「ついては同法」とあるのは「ついては地方税

法」とする。 

 （未就学児の均等割額の減額） 

第４０条 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の最初の３月３１日以前で

ある被保険者（以下この条において「未就学児」という。）がある場合（次項に規定す

る場合を除く。）における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の均等割額は、

第１５条又は第１８条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から当該保険料額にそ

れぞれ１０分の５を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げるも

のとする。）を控除した額とする。 

２ 当該年度において、第３８条の規定により保険料を減額するものとした納付義務者の

世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の均等

割額は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除した額とする。 

 (1) 第１５条又は第１８条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料額から当該保険料額

に第３８条第１項各号に掲げる納付義務者の区分に応じて当該各号に規定する割合を

乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。）を控

除した額 

 (2) 前号に掲げる額に１０分の５を乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、これ

を切り上げるものとする。） 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第

１５条又は第１８条」とあるのは「第２４条又は第２７条」と読み替えるものとする。 

４ 市長は、第１項及び第２項（これらの規定を前項において準用する場合を含む。）に

規定する額を決定したときは、速やかに告示しなければならない。 

（保険料の額の通知） 

第４１条 保険料の賦課額を決定したとき、又はその額を変更したときは、市長は、速や

かにその旨を納付義務者に通知しなければならない。 

（督促） 

第４２条 納期限までに保険料を納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこ

- 44 -



れを督促しなければならない。 

（督促手数料） 

第４３条 保険料の督促手数料は、督促状１通につき７０円とする。ただし、やむを得な

い理由があると認める場合においては、これを徴収しない。 

（延滞金） 

第４４条 保険料の納付義務者は、納期限後に当該保険料を納付する場合においては、当

該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、保険料の額が

２,０００円以上（１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。）

であるときは、年１４.６パーセント（当該納期限の翌日から１か月を経過する日までの

期間については、年７.３パーセント）の割合を乗じて計算した延滞金額を加算して納付

しなければならない。ただし、当該延滞金額に１００円未満の端数があるとき、又はそ

の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるもの

とする。 

２ 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日当

たりの割合とする。 

３ 市長は、保険料の納付義務者が納期限までに当該保険料を納付しなかったことについ

て、やむを得ない理由があると認める場合には、第１項の延滞金額を減免することがで

きる。 

（徴収猶予） 

第４５条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより、保険料の納付義務者が納

付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合において

は、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、

６か月以内の期間を限って、徴収の猶予をすることができる。 

(1) 納付義務者がその資産について、震災、風水害、火災その他これらに類する災害を

受け、又はその資産を盗まれたとき。 

(2) 納付義務者がその事業又は業務を休止し、又は廃止したとき。 

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、納付義務者がこれらに類する状況にあるとして、市長

が認めたとき。 

２ 前項の規定により、保険料の徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記
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載した書類に徴収の猶予を必要とする理由を証する書類を添付の上、市長に申請しなけ

ればならない。 

(1) 氏名及び住所 

(2) 納期限及び保険料の額 

(3) 徴収の猶予を必要とする理由 

（減免） 

第４６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯について、必要があると認めると

きは、その申請によって、保険料を減免することができる。 

 (1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住する住宅について著し

い損害を受けた世帯 

 (2) 事業又は業務の不振又は休止若しくは廃止、失業等により、所得が著しく減少した

世帯（減少後の所得により算定した保険料額が賦課限度額を超えている世帯を除く。） 

 (3) 被保険者が法第５９条各号のいずれかに該当するに至った世帯 

 (4) 次のア及びイのいずれにも該当する被保険者の属する世帯 

  ア 被保険者の資格を取得した日において、６５歳以上である者 

  イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、規則で定める被用者保険の被保険

者等（当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者と

なった者に限る。）の被扶養者であった者 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する状況にあるとして、市長が認めた世帯 

２ 前項の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した

書類に減免を必要とする理由を証する書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

(1) 氏名及び住所 

(2) 納期限及び保険料の額 

(3) 減免を受けようとする理由 

３ 第１項の規定により、保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合において

は、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

（保険料に関する申告） 

第４７条 保険料の納付義務者は、４月１５日まで（保険料の賦課期日後に納付義務が発

生した者は、当該納付義務が発生した日から１５日以内）に、当該納付義務者及びその

世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した書類により市長
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に申告しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の

前年中の所得につき地方税法第３１７条の２第１項の申告書が市長に提出されている場

合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者（同

項ただし書の条例で定める者を除く。）である場合においては、この限りでない。 

（特例対象被保険者等に係る届出） 

第４８条 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した書類

により市長に届け出なければならない。 

(1) 世帯主の氏名及び住所 

(2) 特例対象被保険者等の氏名 

(3) 離職年月日 

(4) 離職理由 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 前項の規定による届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則（昭和 

５０年労働省令第３号）第１７条の２第１項第１号に規定する雇用保険受給資格者証の

提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。 

第７章 雑則 

（委任） 

第４９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

第８章 罰則 

第５０条 市は、世帯主が法第９条第１項若しくは第９項の規定による届出をせず、若し

くは虚偽の届出をした場合又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返

還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、１００,０００円以下の

過料を科する。 

第５１条 市は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第１１３条の規定に

より文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定

による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、１００, 

０００円以下の過料を科する。 

第５２条 市は、偽りその他不正の行為により、保険料、一部負担金及びこの条例に規定

する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の
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過料を科する。 

第５３条 前３条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、

その発付の日から起算して１０日以上を経過した日とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（大東市国民健康保険条例等の廃止） 

２ 大東市国民健康保険条例（平成３年条例第１６号）及び大東市国民健康保険税条例（平

成３年条例第１７号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この条例の施行の日（附則第８項において「施行日」という。）前に前項の規定によ

る廃止前の大東市国民健康保険税条例の規定により課した、又は課すべきであった国民

健康保険税については、なお従前の例による。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金） 

４ 給与等（所得税法第２８条第１項に規定する給与等をいい、賞与（健康保険法第３条

第６項に規定する賞与をいう。）を除く。以下同じ。）の支払を受けている被保険者が

療養のため労務に服することができないとき（新型コロナウイルス感染症（病原体がベ

ータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和２年１月に、中華人民共和国から世界保

健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）で

ある感染症をいう。附則第７項において同じ。）に感染したとき、又は発熱等の症状が

あり当該感染症の感染が疑われるときに限る。）は、その労務に服することができなく

なった日から起算して３日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労

務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。 

５ 傷病手当金の額は、１日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近

の継続した３か月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額（その額に、

５円未満の端数があるときはこれを切り捨て、５円以上１０円未満の端数があるときは

これを１０円に切り上げるものとする。）の３分の２に相当する額（その額に、５０銭

未満の端数があるときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるときはこれ

を１円に切り上げるものとする。）とする。ただし、健康保険法第４０条第１項に規定
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する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の３０分の１に相当する額の３分の２

に相当する額を超えるときは、その額とする。 

６ 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して１年６か月を超えないも

のとする。 

（新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整） 

７ 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染

が疑われる場合において給与等の全部又は一部の支払を受けることができる者に対して

は、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受ける

ことができる給与等の額が、附則第５項の規定により算定される額より少ないときは、

その差額を支給する。 

（傷病手当金の支給に関する規定の失効） 

８ 附則第４項から前項までの規定は、施行日以後の規則で定める日（以下この項におい

て「失効日」という。）限り、その効力を失う。ただし、これらの規定による傷病手当

金の支給を始める日が失効日以前である場合の当該支給については、これらの規定は、

失効日後においても、なおその効力を有する。 

（公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例） 

９ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前

年中に所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得について同条第４項に

規定する公的年金等控除額（年齢６５歳以上である者に係るものに限る。）の控除を受

けた場合における第３８条の規定の適用については、同条第１項第１号中「総所得金額

（」とあるのは「総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所

得については、同条第２項第１号の規定によって計算した金額から１５０,０００円を

控除した金額によるものとし、」と、「同法第３１３条第３項」とあるのは「地方税法

第３１３条第３項」と、「１，１００，０００円」とあるのは「１，２５０，０００円」

とする。 

（延滞金の割合の特例） 

１０ 当分の間、第４４条第１項に規定する延滞金の年１４.６パーセントの割合及び年

７.３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合（平均

貸付割合（租税特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１パ

ーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年７.３パーセン
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トの割合に満たない場合には、その年中においては、年１４.６パーセントの割合にあっ

てはその年における延滞金特例基準割合に年７.３パーセントの割合を加算した割合と

し、年７.３パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの

割合を加算した割合（当該加算した割合が年７.３パーセントの割合を超える場合には、

年７.３パーセントの割合）とする。 
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議案第６３号 

 

大東市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 大東市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成１９年大阪府後期高

齢者医療広域連合条例第２５号）が改正されたことに伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

 大東市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第５号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第２条第８号中「附則第５条第１項」を「附則第３条第１項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第６４号 

 

大東市特別会計設置条例の一部を改正する条例について 

 

 大東市特別会計設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 大東市移管市営住宅事業特別会計を設置することに伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市特別会計設置条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

 大東市特別会計設置条例（昭和３９年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 

第１条に次の１号を加える。 

(9) 大東市移管市営住宅事業特別会計 移管市営住宅事業 

 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第６５号 

 

大東市基金条例の一部を改正する条例について 

 

 大東市基金条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 大東市移管市営住宅整備等基金を設置することに伴い、所要の改正を行うため。 
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大東市基金条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日   

条 例 第   号   

 

 大東市基金条例（平成２９年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 

第２条第１項の表大東市市営住宅整備基金の項中「市営住宅の」を「市営住宅（大阪府

から取得した住宅を除く。）の」に改め、同表に次のように加える。 

大東市移管市営住宅整備等基金 市営住宅（大阪府から取得した住宅に限る。）の整

備事業に要する経費に充てるため及び当該市営住

宅の利活用に資するため資金を積み立てること 。 

 

附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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議案第６６号 

 

   大東市議会議員及び大東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条 

例の一部を改正する条例について 

 

 大東市議会議員及び大東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の一部

を改正する条例を次のとおり制定する。 

    

令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和４年政令第１７２号）が令和４年４月６

日から施行されたことに鑑み、大東市議会議員及び大東市長の選挙における候補者が選挙

運動のために使用するビラの作成に係る公費負担の限度額の引上げを行うため。
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   大東市議会議員及び大東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する 

条例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日 

条 例 第   号 

 

 大東市議会議員及び大東市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例（平成

１９年条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

                 

 第２条及び第４条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

                       

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の大東市議会議員及び大東市長の選挙におけるビラの作成の公

費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙につ

いて適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例に

よる。 
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議案第６７号 

 

   大東市議会議員及び大東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条 

例の一部を改正する条例について 

 

 大東市議会議員及び大東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和４年９月１日提出 

 

大東市長  東 坂  浩 一 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理      由 

 

 公職選挙法施行令の一部を改正する政令（令和４年政令第１７２号）が令和４年４月６

日から施行されたことに鑑み、大東市議会議員及び大東市長の選挙における候補者が選挙

運動のために使用する選挙運動用自動車等に係る公費負担の限度額の引上げを行うため。 
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   大東市議会議員及び大東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条 

例の一部を改正する条例（案） 

 

令和  年  月  日 

条 例 第   号 

 

大東市議会議員及び大東市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成７

年条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

 

第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ中「７， 

５６０円」を「７，７００円」に改める。 

第８条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１０，５００円」を「３１６，

２５０円」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の大東市議会議員及び大東市長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙につい

て適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例によ

る。 
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